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第１章 計画策定にあたって 

 

１．背景及び趣旨 

わが国は国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度が確立され、

質の高い保健・医療サービスにより世界有数の長寿国となっています。 

しかし、急速な少子高齢化による人口構造の変化、医療技術の進歩や高齢者人口の増加など

による医療費の増大などに対し、医療保険制度を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしてい

くためには、その構造改革が急務となりました。 

このような状況に対応するため、2006年（平成 18年）6月に「医療制度改革関連法」が成立し、

2008 年（平成 20 年）4 月には、この改革の大きな柱の一つである「高齢者の医療の確保に関す

る法律」が施行され、医療保険者へ被保険者に対する糖尿病等の生活習慣病の発症原因とされ

る内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目した特定健康診査及び特定保健指導（以下

「特定健康診査等」という。）の実施が義務付けられました。 

生活習慣病は、国民の死亡原因の約 6割を占め、医療費に占める割合も約 3分の 1 となって

います。このことから、国民の健康を保持増進し、かつ医療費の伸びの抑制を図るためには、生

活習慣病対策を、国をあげて取り組んでいく必要があります。 

平生町においても、2013年（平成 25年）3月に特定健康診査等の実施方法や実施及び成果

に関する具体的な目標など基本的事項について定めた「特定健康診査等実施計画」（計画期

間：2013（平成 25）年度～2017（平成 29）年度）を策定し、事業を進めてきたところです。 

現在、5 年が経過したところですが、平生町における特定健康診査の受診率および特定保健

指導の実施率は、それぞれ 29.1%、28.6%（2016（平成 28）年度法定報告数値）であり、それぞ

れの第 2期の目標値であった 60%、60%とは大きな開きがあります。 

このような状況を踏まえ、第 2 期における計画を見直し、新たに第 3 期計画を策定するもので

す。 

 

２．メタボリックシンドロームに着目する意義 

2005年（平成 17年）4月に、日本内科学会等内科系 8学会が合同でメタボリックシンドローム

の疾患概念と診断基準を示しました。 

これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を呈する病態であり、

それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高く、内臓脂肪を減

少させることでそれらの発症リスクの低減が図られるという考え方を基本としています。 

すなわち、内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、脂質異常症、高血圧は予防可能であり、また、

発症してしまった後でも、血糖、血圧等をコントロールすることにより、心筋梗塞等の心血管疾患、

脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全などへの進展や重症化を予防することは

可能であるという考え方です。 

メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積、体重増加が血糖や中

性脂肪、血圧などの上昇をもたらすとともに、様々な形で血管を損傷し、動脈硬化を引き起こし、

心血管疾患、脳血管疾患、人工透析の必要な腎不全などに至る原因となることを、詳細にデータ
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で示すことができるため、健診受診者にとって、生活習慣と健診結果、疾病発症との関係が理解

しやすく、生活習慣の改善に向けての明確な動機づけができるようになると考えます。 

 

３．特定健康診査等の実施対象 

特定健康診査（以下「特定健診」という。）とは、糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関

する健康診査をいい、40 歳以上 74 歳以下の平生町国民健康保険の被保険者を実施の対象と

します。なお、事業主健診等他の特定健診に相当する健康診査が優先される被保険者及び住

所地特例の被保険者については、対象から除きます。 

特定保健指導とは、特定健診や事業主健診等特定健診に相当する健康診査の結果により健

康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専

門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいい、メタボリ

ックシンドロームの該当者及び予備群を対象とします。 

 

４．内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診・保健指導の 

基本的な考え方について 

 

 

５．計画の期間 

この計画は 6 年を 1 期とする計画です。第 3 期の計画期間は 2018（平成 30）年度から

2023（平成 35）年度とし、6 年ごとに見直しを行います。 

なお、第 1 期および第 2 期計画は 5 年を 1 期としていましたが、県が策定する医療費適

正化計画が 6 年 1 期に見直されたことから、医療費適正化計画と整合性をとるため、本計

画の計画期間についても同期間とします。 
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６．計画の目標値 

厚生労働省は、第 3 期特定健康診査等実施計画期間の成果に係る目標について、第 2 期同

様に 2008（平成 20）年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者および予備群の減少率（特

定保健指導対象者の減少率）を 25%としました。これを受け、第 3期計画の最終年度である 2023

（平成 35）年度の成果目標について、国の目標と同様とし、その達成に努めます。 

 

項   目 

第 1期計画 

2012年度 

平成 24年度 

目標 

 第 2期計画 

2017年度 

平成 29年度 

目標 

 第 3期計画 

2023年度 

平成 35年度 

目標 

メタボリックシンドロームの

該当者および予備群の減

少率 

(2008(平成 20)年度比) 

10% ⇒ 25% ⇒ 25% 

 

第２章 現状と課題（第 2期計画の事業評価） 

 

１．平生町国民健康保険の現状 

（１）医療費の推移 

平生町の 2016(平成 28)年度の国民健康保険の医療費総額は約 14億 7百万円、一人当た

りの医療費は約 44万 6千円となっています。2013(平成 25)年度から 2016(平成 28)年度にか

けて医療費総額は減少していますが、一人当たりの医療費は県平均を上回っており、県内でも

上位の市町になっています。 

 

○平生町国保全体での療養諸費費用額の推移                                 

年 度 療養諸費費用額(円) 増 減(円) 

2013(平成 25)年度 1,567,407,314 94,529,553 

2014(平成 26)年度 1,489,094,337 -78,312,977 

2015(平成 27)年度 1,480,675,036 -8,419,301 

2016(平成 28)年度 1,406,812,084 -73,862,952 

資料：国保指導助言資料 

 

 

 

 

 

 



4 

 

○平生町国保被保険者一人当たりの医療費の推移 

区 分 

一人当たりの医療費(円) 対前年度比 

2013 年度 

平成 25年度 

2014 年度 

平成 26年度 

2015 年度 

平成 27年度 

2016 年度 

平成 28年度 
26-25 27-26 28-27 

平生町 448,343 437,069 448,962 446,182 97.49 102.72 99.38 

県平均 397,230 410,013 432,319 435,854 103.21 105.44 100.82 

県内順位 2 4 7 9 
   

 ※県平均は、市町村国保の平均をいう。以下、全国平均についても同様。         資料：国保指導助言資料 

 

 

資料：国保指導助言資料 

（２）被保険者数の推移 

平生町の人口の減少に応じて、国民健康保険被保険者数も減少しています。 

また、全体に占める前期高齢者（65～74 歳）構成率は 2013（平成 25）年度から 2016（平成

28）年度にかけて上昇傾向で推移しており、被保険者における高齢者の占める割合は全国平

均の 31.4%、県平均の 50.5%と比べて高くなっています。 

 

○被保険者数の推移(当該年度末) 

区  分 
2013 年度 

平成25年度 

2014年度 

平成26年度 

2015年度 

平成27年度 

2016年度 

平成28年度 

全体(0～74歳) 3,447人 3,336人 3,215人 3,023人 

前期高齢者(65～74歳〈再掲〉) 1,670人 1,640人 1,649人 1,620人 

前期高齢者構成率 48.45% 49.16% 51.29% 53.59% 

平生町の人口 12,753人 12,617人 12,479人 12,281人 

資料：国保指導助言資料 
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（３）生活習慣病関連疾患の状況 

2017 年（平成 29 年）5 月診療分における生活習慣病にかかる診療件数は、全体の 30.0%

（29.2%）となっており、また総医療費に占める生活習慣病にかかる医療費の割合をみると、全

体の 21.4%（22.7%）となっています。 

     ※括弧内は、2008年（平成 20年）5月診療分の数値。 

 

 

 

注：生活習慣病とは、ここでは、悪性新生物（がん）を除く ①糖尿病 ②その他の内分泌、

栄養及び代謝疾患 ③高血圧性疾患 ④虚血性心疾患 ⑤その他の心疾患 ⑥くも膜下出

血 ⑦脳内出血 ⑧脳梗塞 ⑨その他の脳血管疾患 ⑩動脈硬化（症） ⑪その他の肝疾患 

⑫腎不全 の生活習慣病に関連があると考えられる主要 12疾患を指す。 

 

２．特定健診結果からみた健康状況 

（１）メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況 

2016（平成 28）年度の特定健診の結果からみると、メタボリックシンドローム該当者及び予備

群の割合は男性でそれぞれ 29.5%、16.0%で合算すると 45.5%でした。 

また、女性のメタボリックシンドローム該当者は 10.1%、その予備群は 4.7%であり、合算する

と 14.8%でした。 

これをみると、特に男性の割合が高く、男性は 5 人に 2 人、女性は 8 人に 1 人、また全体で

は 4人に 1人がメタボリックシンドローム該当者及び予備群であるといえます。  

 

 

 

 

 

 

21.4 

78.6 
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○年度別のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の人数および割合 

年 度 

メタボリックシンドローム該当者 

2013年度 

平成 25年度 

2014年度 

平成 26年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

男 性 60人 49人 59人 79人 

割 合 25.6% 21.0% 25.2% 29.5% 

女 性 23人 25人 25人 41人 

割 合 6.3% 7.1% 7.1% 10.1% 

総 計 83人 74人 84人 120人 

受診者数 602人 587人 584人 672人 

割 合 13.8% 12.6% 14.4% 17.8% 

 

年 度 

メタボリックシンドローム予備群 

2013年度 

平成 25年度 

2014年度 

平成 26年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

男 性 34人 44人 41人 43人 

割 合 14.5% 18.9% 17.5% 16.0% 

女 性 17人 18人 18人 19人 

割 合 4.6% 5.1% 5.1% 4.7% 

総 計 51人 62人 59人 62人 

受診者数 602人 587人 584人 672人 

割 合 8.5% 10.6% 10.1% 9.2% 

 

年 度 

メタボリックシンドローム該当者および予備群 

2013年度 

平成 25年度 

2014年度 

平成 26年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

男 性 94人 93人 100人 122人 

割 合 40.2% 39.9% 42.9% 45.5% 

女 性 40人 43人 43人 60人 

割 合 10.9% 12.1% 12.3% 14.9% 

総 計 134人 136人 143人 182人 

受診者数 602人 587人 584人 672人 

割 合 22.3% 23.2% 24.5% 27.1% 

資料：特定健康診査等の実施状況に関する結果報告(法定報告) 
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○年齢階層・性別の人数及び割合（2016（平成 28）年度） 

年齢階層 

メタボリックシンドローム 

該当者（人） 

メタボリックシンドローム 

予備群（人） 

該当者+予備群/受診者 

割合（％） 

男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 

40～44歳 3 0 3 1 0 1 50.0 0.0 36.4 

45～49歳 2 0 2 0 1 1 33.3 14.3 23.1 

50～54歳 1 0 1 1 0 1 50.0 0.0 13.3 

55～59歳 4 1 5 0 2 2 30.8 18.8 24.1 

60～64歳 10 3 13 5 1 6 34.1 7.3 19.2 

65～69歳 33 21 54 15 3 18 52.7 15.9 29.8 

70～74歳 26 16 42 21 12 33 46.1 17.4 28.5 

合 計 79 41 120 43 19 62 45.5 14.9 27.1 

資料：特定健康診査等の実施状況に関する結果報告(法定報告) 

 

※メタボリックシンドローム判定基準 

腹 囲 
追加リスク 

判 定 
①血糖 ②脂質 ③血圧 

≧85㎝（男性） 

≧90㎝（女性） 

2つ以上該当 メタボリックシンドローム 

1つ該当 メタボリックシンドローム予備群 

①血糖  空腹時血糖が 100㎎/dl以上 又はHbA1cが 5.6%以上 

②脂質  中性脂肪が 150㎎/dl以上 又はHDLコレステロールが 40㎎/dl未満 

③血圧  収縮期が 130㎜ Hg以上 又は拡張期が 85㎜ Hg以上 

 

（２）特定健診からみる有所見の状況 

2016（平成 28）年度の特定健診の結果から検査項目別に有所見率を比較すると、男女とも

に血圧の割合が高くなっています。 

また、女性に比べ男性は、すべての項目で有所見率が高くなっており、血圧を除いては、そ

の差も大きいものとなっています。 

県の平均と比較すると、平生町では血中脂質、特に中性脂肪の値が男女ともに高くなってい

ます。 
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○検査項目・性別の有所見率（2016（平成 28）年度） 

項目 腹囲 血糖 血中脂質 血圧 

有所見

の基準 

男性 85cm

以上 

女性 90cm

以上 

空腹時血糖 

100mg/dl 

以上 

中性脂肪 

150mg/dl 

以上 

HDLコレス

テロール 

40mg/dl 

未満 

収縮期血圧が 130㎜Hg

以上 

または拡張期血圧 85㎜

Hg以上 

男 性 47.4% 28.5% 28.9% 7.4% 58.2% 

女 性 16.8% 15.1% 18.5% 0.5% 56.2% 

男性 

県平均 
48.4% 36.9% 24.9% 6.9% 61.0% 

女性 

県平均 
16.5% 22.2% 14.1% 1.5% 54.0% 

※ここでの有所見とは、「メタボリックシンドロームの判定基準」の項目に対し、その基準に該当する場合をいう。 

資料：特定健康診査等の実施状況に関する結果報告(法定報告) 

 

３．特定健診の状況 

（１）特定健診受診率 

第 2 期の特定健診受診率は、特定健康診査等基本指針に掲げる国の基準をもとに、平生町

国民健康保険における目標値を 60%と設定しましたが、2016（平成 28）年度における平生町の

特定健診の受診者数は 676 人、受診率は 29.1%にとどまりました。経年でみてもほぼ横ばいで

推移しており目標値とは大きな開きがあります。 

2016（平成 28）年度の市町村国保の受診率で比較すると県平均は 26.3%で上回っているも

のの、全国平均は 36.6%と下回っています。 

 

○第 2 期計画の目標値 

年 度 
2013年度 

平成 25年度 

2014年度 

平成 26年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

2017 年度 

平成 29 年度 

受診率 40% 45% 50% 55% 60% 

受診者数 1,027 人 1,160 人 1,294 人 1,427 人 1,565 人 

対象者数 2,566 人 2,576 人 2,587 人 2,594 人 2,608 人 
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○2016（平成 28）年度までの実績 

年 度 
2013年度 

平成 25年度 

2014年度 

平成 26年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

2017 年度 

 平成 29 年度 

受診率 24.0% 23.7% 24.5% 29.1% － 

受診者数 602 人 587 人 584 人 672 人 － 

対象者数 2,512 人 2,472 人 2,381 人 2,307 人 － 

県平均 22.8% 24.2% 25.4% 26.3% － 

全国平均 34.2% 35.3% 36.3% 36.6% － 

 

資料：特定健康診査等の実施状況に関する結果報告(法定報告) 

 

（２）年齢階層・性別受診率（2016（平成 28）年度） 

年齢階層別受診率では、40歳代、50歳代の受診率が低く、年齢が高くなるにつれて受診率

も高い傾向にあります。男性と女性では、女性の方がどの年代も受診率が高くなっています。 

 

○性別受診者数および受診率の推移 

年 度 
2013年度 

平成 25年度 

2014年度 

平成 26年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

男性 
受診者数 234 人 233 人 233 人 268 人 

割合 20.4% 20.7% 21.6% 25.7% 

女性 
受診者数 368 人 354 人 351 人 404 人 

割合 27.0% 26.3% 27.0% 31.9% 

資料：特定健康診査等の実施状況に関する結果報告(法定報告) 
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資料：特定健康診査等の実施状況に関する結果報告(法定報告) 

 

（３）特定健診の実施機関 

2008（平成 20）年度は町内医療機関のみでの実施でしたが、2009（平成 21）年度からは熊

毛郡医師会と委託契約をして、自宅から近い郡内の医療機関で受診できるよう利便性を図って

います。また、国保の人間ドック事業を利用している人が、毎年 120～130名程度います。 

  

○委託実施機関数 

実施機関 
2008年度 

平成 20年度 

2009年度 

平成 21年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

町  内 4 4 5 5 

町外（郡内） － 8 7 5 

計 4 12 12 10 

 

○利用医療機関及び利用者数 

年 度 
2008年度 

平成 20年度 

2009年度 

平成 21年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

利用区分 機関 人数 機関 人数 機関 人数 機関 人数 

町  内 3 471 3 417 4 454 4 521 

町外（郡内） － － 4 54 4 48 5 51 

集団健診 － － － － － － － 34 

その他（人間ドック等） 4 112 3 120 3 130 3 130 

計 7 583 10 591 11 632 11 736 

注：機関は、利用のあった実施機関数。人数は、法定報告数値ではなく実数値（途中で異動のあ

った者を含む）。 
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４．特定保健指導の状況 

（１）特定保健指導の実施率 

第 2期の特定保健指導実施率は、特定健康診査等基本指針に掲げる参酌基準をもとに、平

生町国民健康保険における目標値を 60%に設定しましたが、2016（平成 28）年度における平

生町の特定保健指導実施率は 28.6%と、目標値より低いものになりました。また、経年でみても

目標値を上回ることはありませんでした。 

2016（平成 28）年度で比較すると山口県平均が 18.3%、全国平均が 26.3%となっており、両

者を上回っています。 

 

○第 2期計画の目標値 

年 度 
2013年度 

平成 25年度 

2014年度 

平成 26年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

2017 年度 

 平成 29 年度 

実施率 40% 45% 50% 55% 60% 

実施者数 87人 111人 139人 170人 204人 

対象者数 217人 247人 278人 309人 341人 

 

○2017（平成 29）年度までの実績 

年 度 
2013年度 

平成 25年度 

2014年度 

平成 26年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

2017 年度 

 平成 29 年度 

実施率 22.6% 13.3% 9.5% 28.6% － 

実施者数 12人 8人 7人 22人 － 

対象者数 53人 60人 74人 77人 － 

県平均 17.2% 17.4% 18.1% 18.3% － 

全国平均 23.7% 24.4% 25.1% 26.3% － 

資料：特定健康診査等の実施状況に関する結果報告(法定報告)  
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○積極的支援の実施者数および実施率の推移 

年 度 
2013年度 

平成 25年度 

2014年度 

平成 26年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

2017 年度 

 平成 29 年度 

実施者数 1人 1人 1人 4人 ― 

対象者数 10人 9人 18人 13人 ― 

実施率 10.0% 11.1% 5.6% 30.8% ― 

資料：特定健康診査等の実施状況に関する結果報告(法定報告) 

 

○動機付け支援の実施者数および実施率の推移 

年 度 
2013年度 

平成 25年度 

2014年度 

平成 26年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

2017 年度 

 平成 29 年度 

実施者数 11人 7人 6人 18人 ― 

対象者数 43人 51人 56人 64人 ― 

実施率 25.6% 13.7% 10.7% 28.1% ― 

資料：特定健康診査等の実施状況に関する結果報告(法定報告) 
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※特定保健指導の対象者（階層化） 

①腹囲 
追加リスク 

⑤喫煙歴 
保健指導対象 

②血糖 ③脂質 ④血圧 40-64歳 65-74歳 

≧85㎝(男性) 

≧90㎝(女性) 

2つ以上該当 － 
積極的支援 動機付け 

支援 1つ該当 
あり 

なし  

上記以外で 

BMI≧25 

3つ該当 － 
積極的支援 

動機付け 

支援 
2つ該当 

あり 

なし 
 

1つ該当 － 

①肥満  腹囲が男性 85㎝、女性 90㎝以上 又は BMIが 25以上 

②血糖  空腹時血糖が 100㎎/dl以上 又はHbA1cが 5.6％以上 

③脂質  中性脂肪が 150㎎/dl以上 又はHDLコレステロールが 40㎎/dl未満 

④血圧  収縮期が 130㎜ Hg以上 又は拡張期が 85㎜ Hg以上 

⑤質問票  ･喫煙歴あり 

･上記②～④について、糖尿病、高血圧症、または高脂血症の治療に係る薬剤を服用してい

る場合は除きます。 

リスク該当のない者は「情報提供」に分類し、生活習慣病予防を促すよう、個人の生活習慣や

その改善に関する基本的な情報を提供します。 

 

（２）特定保健指導の結果状況 

2014（平成26）年度～2016（平成28）年度、特定保健指導の対象となった人が、保健指導

によってどの程度変化したのかを分析しました。 

結果からみると概ね3人に2人は改善がみえるといえます。 

 

◇主要な検査項目の特定保健指導の結果状況 

体重（kg）の変化 

区 分 

2014年度 

平成 26年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

平 均 人 平 均 人 平 均 人 

積極的支援 -3.45 2 -7.10 1 +0.37 3 

動機付け支援 -3.48 6 -2.49 8 -1.08 12 

全 体 -3.46 8 -3.06 9 -0.79 15 

改善：悪化 100%：0% 100%：0% 67%：33% 
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腹囲（cm）の変化 

区 分 

2014年度 

平成 26年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

平 均 人 平 均 人 平 均 人 

積極的支援 ±0 2 -1.50 1 -2.90 3 

動機付け支援 -2.88 6 -0.37 8 -3.09 12 

全 体 -2.16 8 -0.44 9 -3.05 15 

改善：悪化 62%：38% 100%：0% 67%：33% 

 

収縮期血圧（㎜Hg）の変化 

区 分 

2014年度 

平成 26年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

平 均 人 平 均 人 平 均 人 

積極的支援 -18.00 2 -27.00 1 -3.33 3 

動機付け支援 -23.17 6 -14.71 8 -6.75 12 

全 体 -21.88 8 -15.53 9 -5.80 15 

改善：悪化 100%：0% 67%：33% 73%：27% 

 

拡張期血圧（㎜Hg）の変化 

区 分 

2014年度 

平成 26年度 

2015年度 

平成 27年度 

2016年度 

平成 28年度 

平 均 人 平 均 人 平 均 人 

積極的支援 -13.50 2 -4.00 1 -10.00 3 

動機付け支援 -10.00 6 -1.63 8 -0.67 12 

全 体 -10.88 8 -1.89 9 -2.53 15 

改善：悪化 100%：0% 55%：44% 67%：33% 
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５．未受診者アンケート 

（１）特定健診に関するアンケート結果 

2015（平成 23）年度に、2008年度～2010年度（平成 20年度～22年度）の 3年間、1度も

受診していない未受診者 1,348 人を対象にハガキでアンケートを実施しました。回答があった

のは 387 人で、回収率は 28.7％でした。設問と回答結果は、以下のとおりです。（複数回答あ

り） 

 

Ｑ．特定健診を受診していない理由について、次の該当する番号に○をしてください。 

 

Ａ． １ 定期的に通院しているため        ・・・ ６６．９％ 

   ２ 入院、施設に入所しているため   ・・・  ４．４％ 

   ３ 他の医療機関や職場で健診をうけているため ・・・ １４．５％ 

   ４ 健診を受けたくない、受けるのが難しいから  ・・・  ４．９％ 

   ５ 特定健診を知らなかった    ・・・  １．３％ 

   ６ その他     ・・・   ６．５％ 

  無記入             ・・・      １．６％ 

 

Ｑ． 上の理由のうち４に該当する方で、その内訳について、次の該当する番号に○をしてくだ

さい。 

Ａ． １ 受けるのが面倒だから    ・・・ ４５．０％ 

   ２ 医療機関に行くのが困難（交通手段がない） ・・・ １０．０％ 

   ３ 健診項目（内容）が少ない・関心がない  ・・・  ５．０％ 

   ４ その他     ・・・   ４０．０％ 

 

Ｑ．今後の国民健康保険の特定健診について 

    ご意向の（ ）に○を記入してください 

Ａ．（ ） 受診したい     ・・・ ４１．４％  

   （ ） 受診したくない    ・・・ ３５．１％ 

無記入        ・・・ ２３．５％ 

 

アンケート結果から、受診しない理由としては、「定期的に通院しているため」が約 3分の 2を

占めており、次いで「他の医療機関や職場で健診をうけているため」となっています。「その他」

では、「時間がない」「健康だから」という意見が多くみられました。 
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６．今後の課題 

（１）医療費及び健康状況 

医療費が増加すると、医療保険制度を支える保険税が増加するため、被保険者の負担も大

きくなります。現状では一人あたり医療費は減少していますが、県平均を依然として上回ってお

り、県内でも上位の自治体となっているため、今後も医療費の伸びを抑制していくための政策が

必要不可欠です。 

総医療費における生活習慣病の割合をみると約 2 割を占めています。メタボリックシンドロー

ム該当者及び予備群と非該当者では、年間の医療費が 8～10 万円違うことが、厚生労働省の

調査から報告されています。高齢になるほど該当者および予備群は増加傾向にありますが、比

較的若い年齢層からの発症もみられることから、若年層への早期対応に取り組むことにより重症

化・長期化を防ぐ必要があります。 

 

（２）特定健診 

第 2期の特定健診受診率の目標値は、特定健康診査等基本指針に掲げる国の基準をもとに

設定しましたが、受診率は低調であり、目標値とは大きな開きがあります。 

2015（平成 23）年度の未受診者を対象としたアンケート結果をみても、未回答の人及び「受

診したくない」という人の数が、受診対象者の約半数を占めており健康への関心の低さが懸念さ

れます。 

生活習慣病は、自覚症状がないまま進行するため、気付いたときには重症化していたというこ

とが少なくありません。だからこそ、被保険者は自らの健康に関心を持ち、毎年特定健診を受診

することで健康確認を行うこと、また改善すべき生活習慣については、早い段階で見直すことが

とても重要です。 

このことから、未受診者に積極的な働きかけを行い、特に 40 歳代、50 歳代の受診率向上に

努めることが課題といえます。 

 

（３）特定保健指導 

第 2 期の特定保健指導実施率は目標値には届きませんでしたが、2016（平成 28）年度は国

や県の平均値と比べると、数値的には上回っていました。しかしながら、特定健診受診率が低い

こともあり、実施者数は年間 20人程度にとどまっています。特に現役世代といわれる 65歳未満

の実施率が低いことが顕著です。 

特定保健指導利用者の経過をみると検査項目の状態変化の数値などからある程度の改善が

図られていることが見受けられます。 

このことから、特定健康診査と同様、対象者に積極的な働きかけを行い、特に若年層の実施

率向上に努めることが課題といえます。 

また、生活習慣病のリスクの有無にかかわらず、生活習慣の改善とそれを維持していくことが

できるよう、よりきめ細かい情報提供をしていくことが必要です。 
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第３章 特定健診・特定保健指導の実施 

１．実施目標 

厚生労働省は、第 3 期特定健康診査等実施計画期間の全国目標について、第 2 期同様に特

定健診受診率 70%、特定保健指導利用率 45%とし、市町村国保の目標値をいずれも 60%としま

した。これを受け、第 3 期計画の最終年度である平成 35 年度の目標を、特定健診受診率 60%、

特定保健指導利用率 60%とし、その達成に努めます。 

 

項   目 

第 1期計画 

2012年度 

平成 24年度 

目標 

 第 2期計画 

2017年度 

平成 29年度 

目標 

 第 3期計画 

2023年度 

平成 35年度 

目標） 

特定健診 

受診率 
65% ⇒ 60% ⇒ 60% 

特定保健指導 

実施率 
45% ⇒ 60% ⇒ 60% 

 

（参考）国が示す全国目標と各健康保険の目標値 

区 分 
全 国 

目 標 

市町村 

国 保 

国 保 

組 合 

全国健康

保険協会 

単 一 

国 保 

総 合 

健 保 

共 済 

組 合 

特定健診 

受診率 
70% 60% 70% 65% 90% 85% 90% 

保健指導 

実施率 
45% 60% 30% 35% 55% 30% 45% 

 

○各年度達成目標 

年 度 
2018 年度 

平成 30年度 

2019 年度 

平成 31年度 

2020 年度 

平成 32年度 

2021 年度 

平成 33年度 

2022 年度 

平成 34年度 

2023 年度 

平成 35年度 

特定健診の 

実施率 
35% 40% 45% 50% 55% 60% 

特定保健指

導の実施率 
35% 40% 45% 50% 55% 60% 

特定健診の 

対象者数 
2,300人 2,280人 2,260人 2,240人 2,220人 2,200人 

 うち目標 

実施者数 
805人 912人 1,017人 1,120人 1,221人 1,320人 

特定保健指

導の対象者数 
75人 80人 85人 90人 95人 100人 

 うち目標 

実施者数 
26人 32人 38人 45人 52人 60人 

＊対象者数の推計：2012～2016年度（平成 24～28 年度）実績から算出 
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２．特定健診の実施方法 

（１）実施形態 

特定健診の実施については、個別健診は郡内医療機関、集団健診は専門機関へ委託しま

す。 

個別健診については熊毛郡医師会との随意契約とし、別途契約書により単年度ごとに取り交

わします。また、契約単価については、山口県医師会の示す標準単価に準じ、郡医師会と協議

のうえ決定します。 

集団健診については、単年度ごとの契約期間とし、契約単価については協議のうえ決定しま

す。また、がん検診との同時実施とします。 

 

特定健診費用の支払い及びデータの送付事務については、次の代行機関を利用します。 

機 関 名 住  所 

山口県国民健康保険団体連合会 山口県山口市朝田１９７０番地７ 

 

(２)特定健診実施機関の選定基準 

実施機関は、特定健診の必須項目を検診できる十分な設備や能力、及び受診者の利便性を

備えていることを前提とし、これまで地方自治体の健診等の実績により信頼関係のある熊毛郡医

師会に属する機関に委託します。新規に追加する実施機関の選定に当たっては、質を確保する

ために 28 ページ記載のアウトソーシングの基準を満たしていることとし、郡医師会と協議のうえ、

決定します。 

また、集団健診の専門機関の選定にあたっても、同基準を満たしていることを前提とし、費用

対効果を踏まえた選定を行います。 

なお、事業者の評価にあたっては、受診者のヒアリングや保険者協議会との情報交換等により

公正な判定を行います。 

   

(３)健診実施機関（実施場所） 

特定健診を実施する場所は次のとおりです。2018年（平成 30年）3月現在 

機 関 名 住  所 

（医）おきの内科糖尿病クリニック 熊毛郡平生町大字平生村５６３－５ 

（医）向井医院 熊毛郡平生町大字平生村１７５－１ 

（医）光輝会平生クリニックセンター 熊毛郡平生町大字平生町５６９－１２ 

（医）光輝会 光輝病院 熊毛郡平生町大字佐賀２－７７ 

みつおかクリニック 熊毛郡平生町大字佐賀２２８９－１ 

新谷医院 熊毛郡田布施町大字波野１８７－５ 

藤田医院 熊毛郡田布施町大字宿井１０２２ 

（医）弘和クリニック 熊毛郡田布施町大字波野１９７－１ 
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（医）吉村胃腸科内科医院 熊毛郡田布施町大字下田布施１１６－４ 

上関町診療所 熊毛郡上関町大字室津５５２－１１ 

  

なお、集団健診の実施場所については保健センターとしますが、実情に応じて他の施設等での

実施も検討していきます。 

 

(４)健診項目 

    内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を抽出する健 

診項目とします。 

区   分 内     容 

特 

定 
健 
康 

診 

査 

基本的な健診 

の項目 

既往歴の調査（服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む） 

自覚症状及び他覚症状の検査 

身体計測 

身 長 

体 重 

腹 囲 

ＢＭＩ 

血  圧 
収縮期血圧 

拡張期血圧 

血中脂質検査 

中性脂肪 

ＨＤＬ－コレステロール 

ＬＤＬ－コレステロール 

肝機能検査 

ＧＯＴ 

ＧＰＴ 

γ－ＧＴＰ 

血糖検査 

（いずれかの項目の実施で可） 

空腹時血糖 

ヘモグロビンＡ１ｃ 

尿 検 査 
糖 

蛋 白 

追加する健診の

項目 

貧血検査 

赤血球数 

血色素 

ヘマトクリット値 

心電図検査 

※血清アルブミン    2012（平成 24）年度～ 

※血清クレアチニン  2012（平成 24）年度～ 

  

(５)実施時期 

特定健診の実施は、毎年 6月から翌年 1月までの各実施機関の実施指定日とします。ただし、

未受診者の受診促進を図るため、希望のある場合は翌年 2 月から 3 月までの各実施機関の実
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施指定日においても随時実施します。 

集団健診については10月をめどに年1回行うこととしますが、時期や回数等、必要に応じて検

討を行っていきます。 

 

(６)実施方法 

特定健診受診者は、「受診券」（参考：受診券等の様式）と被保険者証を持参し、実施機関に

て受診します。自己負担額は平生町国民健康保険特定健康診査等実施要綱の規定に基づくも

のとし、受診者は実施機関の窓口で自己負担額を支払います。 

  なお、集団健診についても同様とします。 

 

 (７)周知・案内方法 

広報、ホームページへの掲載により周知し、「受診券」送付時に案内状を同封します。 

 

(８)事業主健診等他の健診受診者の健診データの受領方法 

特定健診に代わる事業主健診等他の健診受診者の健診データについては、本人からのデ

ータ受領によるもの、あるいは事業主又は事業主の委託を受けて健診を実施する機関と書面に

よる取り決めにより受領し、特定健診の検査項目以外のデータが含まれる場合は、事前に本人

の了解を得ることとします。事業主又は健診実施機関からの受領に際して、発生する経費の負

担及び健診データの受領時期については、協議のうえ、書面において取り決めます。 

なお、データの受け渡しに際しては、個人情報保護の観点から、その措置を十分講じるよう健

診データ保有機関に指導します。 

 

３．特定保健指導の実施方法 

(１)健診から保健指導実施の流れ 

特定保健指

導利用券の

出力・送付 
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(２)要保健指導者の抽出の方法（優先順位） 

2023（平成 35）年度までに、2008（平成 20）年度と比較してメタボリックシンドロームの該当者

及び予備群を 25%減少させるという目標を達成するには、効果的・効率的な保健指導の実施が

必要なことから、要保健指導者抽出については、次の優先順位に基づき行います。なお、服薬

中の者（生活習慣病にかかる医療を受けている者）は、保健指導の対象から除きます。 

優先順位 対象者 抽出理由 

１ 
年齢が比較的に若い者 早期予防により改善の見込みが高いため。 

将来的に重病化のおそれが伴うため。 

２ 

健診結果が前年度より悪化し、より緻密

な保健指導が必要になった者 

早期予防により改善の見込みが高いため。 

発病を未然に防ぐことで医療費適正化に寄与で

きると考えられるため。 

３ 

質問項目の回答により、生活習慣改善

の必要性が高い者 

意識付け等ﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝｱﾌﾟﾛｰﾁにより、未然に

防げると考えられるため。生活習慣による危険要

素の拡大が予想されるため。 

４ 

前年度、積極的支援又は動機付け支

援の対象者であったにも関わらず保健

指導を受けなかった者 

早急な指導が必要であるため。 

発病・重病化のおそれがあるため。 

 

(３)実施形態 

特定保健指導の実施については、当面の間直営（保健センター）とし、量的必要性が生じた

際には実施機関に委託します。 

 

(４)特定保健指導実施機関の選定基準 

保健センターは、保健指導の実施における質を確保するために、研修等により指導に当たる

職員の資質を高めるとともに、アウトソーシングの基準を満たすよう努めます。また、委託する場

合の実施機関の選定に当たっても、同様の基準を満たしていることとします。 

なお、事業者の評価にあたっては、利用者のヒアリングや保険者協議会との情報交換等によ

り公正な判定を行います。 

 

(５)実施時期 

特定保健指導の実施期間は、初回時の面接支援を実施した日から 6か月間とします。 

 

(６)実施方法 

特定健診の結果より、動機付け支援又は積極的支援に判定された者のうち、（２）の抽出方法

に沿って、特定保健指導対象者を決定し、「利用券」（参考：受診券等の様式）を交付します。 

特定保健指導対象者は、「利用券」と被保険者証を持参し、実施機関（当面は保健センター）

にて保健指導を受けることとします。自己負担額は、平生町国民健康保険特定健康診査等実

施要綱の規定に基づくものとしとします。 

保健センターにおける特定保健指導については、別途計画に基づき実施します。 
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(７)結果通知及び特定保健指導実施案内の方法 

特定健診実施機関より健診結果を受領後、速やかに検診結果を受診者に送付します。（健

診実施機関によっては受診者に直接結果が通知されます。）階層化を行った後、特定保健指導

対象者には改めて「利用券」と案内状を送付します。 

 

４．目標達成に向けた取組の方向性 

生活習慣病は、日頃の食生活や運動習慣が大いに影響することから、40歳以上の被保険者

に加え、今後特定健康診査の対象となる 40 歳未満の者に対しても内臓脂肪を増加させないた

めの啓発や 40 歳になったときに活用すべき本制度について周知していき、全被保険者に特定

健康診査等に対して、より一層の意識啓発と行動変容を促します。  

 

（１）特定健康診査の受診率向上 

    対象者が継続して特定健康診査を受診することが受診率の向上につながることから、未受診

者、不定期受診者への働きかけを積極的に行います。 

    また、必要に応じ、医療機関関係者や事業主等に啓発・周知が適切に行われるよう協力を求

めていきます。 

  ① 受診勧奨の徹底 

    10 月から 11 月ごろを受診率向上月間とし、機運を高めるとともに、この期間にあわせて特定

健診未受診者、特に 40歳代、50歳代の対象者に電話、手紙等で受診勧奨を行います。 

その他、各市町の先進事例等も調査しながら、効率的な受診勧奨に努めます。 

  ② 実施機関との連携強化 

    より便利に受診できる環境をつくるために、委託している実施機関との連携を強化していきま

す。 

③ 治療中である対象者への対応 

    未受診者アンケートの中で、「定期的に通院している」と回答している人が 66.9%ありました。

しかし、半年以上入院している場合等を除き、特定健康診査の対象外とされないことから、かか

りつけ医との相談のうえでの受診を慎重に促していきます。 

  ④ 事業主健診等の結果の活用 

    未受診者アンケートの中で、「他の医療機関や職場で受けている」と回答している人が14.5%

ありました。被保険者が加入している職場等の事業主健診のデータ等を適宜、提供を受けられ

る協力連携を図ること、また実施機関以外で健康診査を受けた場合は、結果の提出を求めるこ

とで受診率向上につなげます。 

  ⑤ 人間ドック事業の活用 

    特定健康診査は、メタボリックシンドロームに特化した健診ですが、国保の保健事業では、人

間ドックを実施しています。30 歳以上の被保険者が対象で、費用負担額は 3 割です。受検者

の費用負担は増えますが、若い年齢から詳細な健康チェックができ、特定健診の代行にもなる

ことから今後とも推進していきます。 
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（２）特定保健指導の実施率向上 

    特定保健指導の実施者を増やすためには、特定健診の受診者を増やす必要があります。そ

のため、特定健康診査の受診率向上と併せた取組が必要です。また、特定保健指導の着実な

実施が、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少に結びつくものと思われ、対象とな

った者すべてに着実に実施していくことが重要です。 

 

① 広報活動の充実 

    日ごろから健康に関心を持ち、自ら健康を意識した行動ができるよう、生活習慣の改善や特

定保健指導の必要性について、広報紙やホームページ等を活用し、情報提供に努めます。 

  ② 実施期間等の拡充 

特定保健指導が、受けやすく継続した支援を可能とする体制整備のために、実施期間や実

施方法を見直し、拡充を図ります。 

③ 対象者及び未実施者への個別勧奨 

優先順位に合わせ、手紙や電話による個別勧奨を行い、特定保健指導につながるよう努め

ます。 

④ その他 

特定健診の結果説明時に初回面接を行うことや、利用券送付までの期間を短縮できないか

等について検討し、対象者の関心が高いうちに早期介入を目指します。 
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５．年間スケジュール 

 

 特定健診 特定保健指導 

４月 
健診機関との契約 

 

（保健指導実施機関との契約） 

５月 
健診対象者の抽出、受診券送付 

 

 

６月 

   特定健診の開始 

健診データ受取 

   費用決済等 

 保健指導対象者の抽出・利用券送付 

７月 
   事業所健診の調整・契約 

      （健診データ受取） 

保健指導の実施 

８月 
 

 

      判定(保健指導の実施) 

９月 
 

 
 

10月 
 

 

  

11月 
（未受診者勧奨） 

 

 

12月 
 

 

 

１月 
 

健診の終了 

 

２月 
 （未受診者分の健診） 

（健診機関の募集） 

（保健指導機関の募集） 

３月 
   健診機関の評価 

 

    

    利用受付終了 

 

 

第４章 データの管理及び個人情報の保護 

１．データの管理 

特定健診及び特定保健指導のデータは、電子的標準形式により管理・保存することを原則とし、

事業主健診や住民異動等、紙媒体により受理した健診結果についても、電子データに転換し保

管します。 

管理においては、情報漏洩防止の観点から、国民健康保険主管課長を管理責任者と定め、

媒体等は施錠のできる保管庫等で管理し、バックアップのために複数箇所に保存します。電算機

器についてはパスワード等により取扱者を限定し、情報の抽出・外部持ち出しについては「平生
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町個人情報保護条例」に基づき取扱います。 

 

２．データの保存期間 

データの保存年限は最低限を 5 年（健診実施の翌年度から 5 年）とし、できる限り長期に渡っ

て管理をします。5 年を経過し、不要と認められる健診等データについては、適切な方法に基づ

き消去・廃棄します。 

なお、被保険者でなくなった者のデータについては、原則として資格喪失の翌年度末までを管

理対象とし、資格喪失時に本人の求めに応じてデータを引き渡します。 

 

３．個人情報保護対策 

特定健診や保健指導のデータ等の取扱いに当たっては、個人情報保護法に基づく「国民健

康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づいて行い、運用に

当たっては、「平生町個人情報保護条例」に基づいて行います。 

また、健診等委託事業者においてもガイドラインの適用を受けるものであり、その周知を図ると

ともに、個人情報の目的外使用の禁止等を契約書に定めます。 

なお、これらの事業に関わる者については守秘義務規定の適用を受けるものであり、「高齢者

の医療の確保に関する法律」第 30 条及び 167 条、「国民健康保険法」第 120 条の 2 に基づき

ます。 

 

第５章 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

１．実施計画の公表 

本実施計画を定めた時、あるいは変更した時は遅滞なく公表するものとし、その方法について

は、広報やホームページに掲載して町民に周知します。 

 

２．普及啓発の方法 

特定健診・特定保健指導の実施率の向上と特定保健指導対象者の発生率の減少を図るため

に、本事業を実施する趣旨等の普及啓発に努め、その方法については、広報やホームページへ

の掲載、受診券や被保険者証の送付時におけるチラシの折り込みや各種団体への呼びかけ等

により行います。 

 

第６章 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

１．実施計画の評価 

特定健康診査等の実施目標の達成や、事業の効果的・効率的な実施及び医療費適正化の観

点からの成果等を検証するために、実施計画の評価や分析を毎年度終了後（行政評価実施時）、

次の事項に基づき行います。また、実施計画の全体的な評価の指標として、国の定める参酌基

準等と比較した結果適用される平成 25 年度からの後期高齢者支援金への加算・減算により、事
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業実績の評価判定とします。 

① 特定健康診査等を実施する仕組みや体制について、それに従事する人員の量と資質、施

設・設備の状況、利用者の利便性及び満足度等についての評価 

② 特定健診、特定保健指導において、対象者の把握及び選定が適切に行われ、目標とする実

施率が達成されているかを検証 

③ 健診データやレセプトなどの分析により、メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率

の達成度合やその他事業成果があがっているかを検証 

④ 健診機関や健診実施事業所等より、データ等の安全かつ円滑な収受及び協力連携の態勢

についての評価 

 

２．実施計画の見直し 

前記評価の結果を受けて、次の事項における本実施計画の見直しを行うこととし、特に中間評

価にあたる 2020（平成 32）年度または 2021（平成 33）年度には、全体的な実施計画の見直しを

行います。また、その後の状況変化や最新の知見を反映した健診・保健指導に応じて見直しを

図るとともに、後期高齢者支援金への加算・減算の詳細な指標が公表された際には、その指標に

応じた計画目標の修正を検討します。 

① 健診受診率、保健指導実施率の設定目標との大幅な乖離による年度間の調整や実施体制

の転換 

② 利用者からの要望や利便性、又は良質な事業者の充実など、健診受診率・保健指導実施率

の向上が見込まれる場合の実施体制の拡充 

③ 利用者からの苦情や事業者評価の結果により、不適切であると認められる場合の実施機関の

とりやめ 

④ 事業成果があがらない場合の対象者選定（優先度）の見直し 

 

第７章 その他 

特定健診等の円滑な実施を確保するために次の事項を定めます。 

① 本実施計画の策定及び見直しにおいては、副町長、総務課長、国民健康保険・衛生・介護

保険の各担当課長、保健師及び国民健康保険担当において協議し、その決定事項を平生町

国民健康保険運営協議会に諮ることとします。 

② 本実施計画において対象となる年齢は、その特定健康診査等実施年度において到達する

年齢とします。 

③ 他の保険者からの特定健診の受託については、本実施計画に基づき、健診実施委託機関

において実施する場合に限り可能とします。 

④ 事業主より、本町国保の加入者で特定健診対象者の健診を、事業所での健診に代えて特定

健診での実施の依頼があった場合は、本実施計画に基づき実施するものとし、その費用につ

いては事業主において負担することとします。 

⑤ 被保険者の健康の保持及び増進を図るため、平生町国民健康保険外来人間ドック施設利

用要綱の規定に基づき、人間ドック利用にかかる費用負担の助成を実施していますが、この健
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診データが特定健診の代替となることが実施にあたっての条件とし、人間ドックを利用した者は、

その年度に特定健診を受けることはできません。 
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◎特定健診及び特定保健指導のアウトソーシングの選定基準 

 

① 人員に関する基準 

・特定健康診査等を適切に実施するために必要な医師、看護師、保健師等が質的及び量的に

確保されていること。 

・常勤の管理者が置かれ、特定保健指導を実施する各施設においては常勤の医師、保健師又

は管理栄養士がその業務を統括管理していること。 

・動機付け支援又は積極的支援において、初回の面接、対象者の行動目標及び特定保健指導

支援計画（以下「支援計画」という）の作成並びに特定保健指導の評価に関する業務を行う者は、

医師、保健師又は管理栄養士（2017（平成 29）年度末までは、保健指導の実務経験を有する看

護師を含む）であること。 

・動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、対象者の支援計画に基づく食生活に関す

る実践的指導は、管理栄養士その他の食生活に関する専門的知識及び技術を有する者により

提供されること。 

・特定保健指導実施者は、国、地方公共団体、医療保険者、日本医師会、日本看護協会、日本

栄養士会等が実施する一定の研修を修了していることが望ましいこと。 

② 施設又は設備等に関する基準 

・特定健康診査等を適切に実施するために、必要な施設及び設備を有していること。 

・検診や個別指導を行う際に、対象者のプライバシーが十分に保護される施設（部屋）が確保さ

れていること。 

・運動の実践指導を行う場合には、救急時における応急処置のための体制を整えていること。 

・健康増進法第 25 条の受動喫煙の防止措置が講じられていること（医療機関においては、患者

の特性に配慮すること）。 

③ 精度管理に関する基準 

・特定健診の検査項目について内部精度管理が定期的に行われ、検査値の制度が保証されて

いること。 

・特定健診の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられていること。 

④ 特定保健指導の内容に関する基準 

・特定健診及び特定保健指導の実施に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める特定保健指

導の実施方法に準拠したものであり、科学的根拠に基づくとともに、対象者や地域、職域の特性

を考慮したものであること。 

・契約期間中に、特定保健指導を行った対象者から当該特定保健指導の内容について相談が

あった場合は、事業者は相談に応じること。 

・特定保健指導対象者のうち保健指導を受けなかった者又は保健指導を中断した者への対応に

ついては、対象者本人の意思に基づいた適切かつ積極的な対応を図ること。 

⑤ 健診結果の情報又は特定保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準 

・結果や情報は電磁的記録にて作成し、健診結果は代行機関である山口県国民健康保険団体

連合会に、保健指導に関しては保険者に対して当該電磁的記録を安全かつ速やかに提出する

こと。 
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・特定健診の受診者本人への通知に関しては、受診者における特定健診の結果の経年管理に

資する形式（国が定める標準的な様式）により行われるようにすること。 

・特定健診の結果や保健指導に用いた指導の内容等、個人に係る結果記録の保存及び管理が

適切になされていること。 

・高齢者の医療の確保に関する法律第 30条に規定する秘密保持規定を遵守すること。 

・個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン等を遵守すること。 

・保険者の委託を受けて特定保健指導の結果を保存する場合には、「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン」を遵守すること。 

・インターネットを利用した支援を行う場合には、「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」を遵守し、外部への情報漏洩、不正アクセス、コンピュータウイルスの侵入等の防止のため

の安全管理を徹底すること。 

・保健指導結果の分析等を行うために、保険者の委託を受けて、特定保健指導の結果に係る情

報を外部に提供する場合には、本来必要とされる情報の範囲に限って提供するとともに、提供に

当たっては、個人情報のマスキングや個人が特定できない番号の付与等により、当該個人情報

を匿名化すること。 

⑥ 運営等に関する基準 

・保険者の求めに応じ、保険者が適切な特定保健指導の実施状況を確認する上で必要な資料

の提出等を速やかに行うこと。 

・特定保健指導を行う際に商品等の勧誘・販売等を行わないこと。また、特定保健指導を行う地

位を利用した不当な推奨、販売（商品等を特定保健指導対象者の誤解を招く方法で勧めること

等）等を行わないこと。 

・特定健康診査等の実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該実施者の資質の向

上に努めていること。 

・保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、委託契約において、再委託先との契

約において本基準に掲げる事項を遵守することを明記させること。 

・特定健康診査等の実施者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うとともに、

特定健診等実施機関の設備及び備品等について、衛生的な管理を行うこと。 

・保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、以下の事項を遵守すること。 

 

・委託を受けた業務の全部又は主たる部分を一括して再委託してはならないこと。 

・保険者への特定保健指導の結果報告等に当たっては、再委託した分も含めて一

括して行うこと。 

・再委託先に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 
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【参考】受診券等の様式 １．特定健診の受診券 

3
0
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２．特定保健指導の利用券 
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【参考資料】保健指導プログラムの概略（支援計画） 
生活習慣病予防のための健診・保健指導 

（健診から保健指導実施へのフローチャート）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

支援別保健指導計画 

優先

順位 

項目 

対象 
期間及び回数 

１回あたり 

の時間 
支援の方法 

１ レベル 2 

内臓脂肪症候群

該当者・予備群 

（ハイリスクア

プローチグルー

プ） 

【積極的支援】 

初回 

２週間後 

１か月後 

２か月後 

３か月後 

４か月後 

５か月後 

６か月後 

【動機付け支援】 

初回 

２週間後 

３か月後 

５か月後 

６か月後 

 

1.5～2 時間 

40 分～1 時間 

30 分 

5 分 

30 分 

5 分 

5 分 

1.5～2 時間 

 

1.5～2 時間 

40 分～1 時間 

5 分 

10 分 

1.5～2 時間 

 

 

グループ支援または個人面談 

個人面談 

個人面談 

支援レター、電話 

個人面談（中間評価） 

支援レター、電話 

支援レター、電話 

グループ支援または個人面談 

 

グループ支援または個人面談 

個人面談 

支援レター、電話 

支援レター、電話 

グループ支援または個人面談 

 

※上記以外の日程でグループ支援 

 （わくわくオープンセミナー） 

受診時期ごとに年

間 4コースに分けて

対応。→別紙参照 

２ レベル 3 

要医療 

（ハイリスクア

プローチグルー

プ） 

年１回 

（受診時期ごとに

年間を4ブロックに

分けて対応） 

15 分 受診結果を保健センターにお知らせ

いただくよう記載した受診勧奨レタ

ーを健診結果に同封。連絡がつかな

い人は、電話により状況確認。（昼間

連絡がつかない人には、夜間に電話） 

３ レベル 1 

特定保健指導以

外の保健指導（特

定健診受診者の

内、要観察や異常

なしの人） 

年１回 30 分 保健センターに電話や来所された人

に対して健康相談 

４ レベル 5 

健診未受診者 

年１回  ・広報による受診勧奨 

・個別通知 

５ レベル 4 

高血圧、高血糖、

脂質異常で治療

中の人 

年１回 

（受診時期ごとに

年間を4ブロックに

分けて対応） 

15 分 レセプトで受診確認し、不明な人に

は電話により状況確認、受診勧奨（昼

間連絡がつかない人には、夜間に電

話） 
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積極的支援、動機づけ支援の各コースの実施時期 

 月 

ｺｰｽ 
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

前年度Ⅱ             

前年度Ⅲ             

前年度Ⅳ             

当年度Ⅰ             

当年度Ⅱ             

当年度Ⅲ             

わくわく 

ｵｰﾌﾟﾝｾﾐﾅｰ 
 実施  実施  実施  実施  実施  実施 

◎各コース 6 か月間。 

初回と最終回は積極的、動機づけ支援同時に特定保健指導グループ支援（ハッピーライフセミナー）

を実施。 

◎既定の支援とは別に、わくわくオープンセミナーを年間 6 回実施し、健康チェック、運動や栄養の指

導を行う。特定保健指導のプログラムに最初から組み入れておく。 

 〈わくわくオープンセミナーの目的〉 

・既定の支援中の意識づけ（特に動機づけ支援は 2 週間後の面接から 6 か月後まで会う機会がない

ため、途中での意識づけや取り組みに問題はないか振り返る機会が必要） 

  ・既定の支援内容では伝えきれない情報の提供、運動や調理などの実習 

  ・集団で実施することにより、参加者同士の情報交換、励まし合いによる相乗効果 

・既定の支援終了後、次年度健診受診までの意識づけ、及びその後も継続的な取り組みによる健康

維持のための意識づけ 

〈わくわくオープンセミナーの対象者〉 

 今まで特定保健指導の対象となったことのある人 

 （既定の特定保健指導には参加しないが、このセミナーには参加する人もいる） 
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